
第 73 回税理士試験 

解答速報

 固定資産税 

本解答は令和 5年 8月 11 日 17時に学校法人大原学園が独自に作成したもので、予告なしに内容を変更する場合があ

ります。また、本解答は学校法人大原学園が独自の見解で作成/提供しており、試験機関による本試験の結果等について

保証するものではありません。

 本解答の著作権は学校法人大原学園に帰属します。無断転用・転載を禁じます。



本試験模範解答                                  固定資産税 

〔第一問〕

問１ 

〔１〕縦覧制度 

(1) 制度の趣旨 

納税者が、その納付すべき当該年度の固定資産税に係る土地又は家屋について土地課税台帳等又は家屋課税台

帳等に登録された価格と当該土地又は家屋が所在する市町村内の他の土地又は家屋の価格とを比較することがで

きるよう縦覧制度が設けられている。 （２点）

(2) 制度を活用できる期間、活用できる者の範囲、縦覧できる項目

① 土地価格等縦覧帳簿の記載事項 

土地課税台帳等に登録された土地の所在、地番、地目、地積及び当該年度の価格 

② 家屋価格等縦覧帳簿の記載事項 

家屋課税台帳等に登録された家屋の所在、家屋番号、種類、構造、床面積及び当該年度の価格  （２点）

③ 市町村長は、毎年４月１日から、４月２０日又は当該年度の最初の納期限の日のいずれか遅い日以後の日ま

での間、その指定する場所において、土地価格等縦覧帳簿又はその写しを当該市町村内に所在する土地に対し

て課する固定資産税の納税者の縦覧に供し、かつ、家屋価格等縦覧帳簿又はその写しを当該市町村内に所在す

る家屋に対して課する固定資産税の納税者の縦覧に供しなければならない。 

ただし、災害その他特別の事情がある場合には、４月２日以後の日から、当該日から２０日を経過した日又

は当該年度の最初の納期限の日のいずれか遅い日以後の日までの間を縦覧期間とすることができる。 

なお、市町村長は、縦覧の場所及び期間を、あらかじめ公示しなければならない。 （４点）

〔２〕固定資産課税台帳の閲覧制度 

(1) 制度の趣旨 

納税義務者が、自己資産の課税内容を確認することができるようにするとともに、固定資産税の実質的負担者

と考えられる借地人・借家人等に対しても固定資産税の課税内容を明らかにするため、固定資産課税台帳の閲覧

制度が設けられている。 （２点）

(2) 制度を活用できる期間、活用できる者の範囲、閲覧できる項目

① 閲覧制度には制度を活用できる期間の定めはない。 

② 市町村長は、次の(ｲ)に掲げる者の求めに応じ、固定資産課税台帳のうちこれらの者に係る次の(ﾛ)に掲げる

固定資産に関する事項が記載をされている部分又はその写しをこれらの者の閲覧に供しなければならない。 

ただし、当該部分に記載をされている住所が明らかにされることにより人の生命又は身体に危害を及ぼすお

それがあると認められる場合その他当該部分又はその写しを閲覧に供することが適当でないと認められる場合

には、当該部分に総務省令で定める措置を講じたもの又はその写しを閲覧に供することができる。 （３点）

〔３〕台帳記載事項の証明制度 

(1) 制度の趣旨 

固定資産税の評価額は、金融機関からの融資、不動産の売買契約、訴訟費用の算定等に使用されていることか

(ｲ) (ﾛ) 

固定資産税の納税義務者   納税義務に係る固定資産 

土地について賃借権等を有する者 権利の目的である土地 

家屋について賃借権等を有する者  権利の目的である家屋及びその敷地である土地 

固定資産の処分をする権利を有する者 権利の目的である固定資産 

資格の大原　本文中無断転載禁― 1 ―



ら、納税義務者については、固定資産課税台帳に登録された事項や、税額等について納税証明書の交付の規定に

より証明書を交付する制度が設けられている。 （２点）

(2) 制度を活用できる期間、活用できる者の範囲、証明を受けることができる項目 

① 納税証明書の交付の制度には制度を活用できる期間の定めはない。 

② 地方団体の長は、一定の目的で、固定資産課税台帳に登録された事項その他一定の事項についての証明書

（納税証明書）の交付を請求する者があるときは、その者に関するものに限り、これを交付しなければならな

い。 （２点）

〔４〕各制度の比較について 

(1) 趣旨について 

固定資産課税台帳の閲覧制度は納税義務者等一定の者が課税内容を確認することができる制度であり、台帳記

載事項の証明制度（納税証明書）は納税義務者が融資を受ける際の必要な情報を金融機関に提供する目的等のた

めに活用できる制度であり、縦覧制度は納税者が他人資産の価格との比較を通じて自己資産の価格の適正さを確

認することができる制度である。 （２点）

(2) 制度を活用できる期間について 

固定資産課税台帳の閲覧制度及び台帳記載事項の証明制度（納税証明書）については、制度を活用できる期間

の定めはないが、縦覧制度は縦覧期間に限り活用できる。 （２点）

(3) 活用できる者の範囲 

閲覧制度は納税義務者のほか、賃借権等を有する者その他一定の者が活用できるのに対し、台帳記載事項の証

明制度（納税証明書）は納税義務者のみが、縦覧制度は納税義務者のうち納税者のみが活用できる。 （２点）

(4) 縦覧・閲覧・証明を受けることができる項目について 

固定資産課税台帳の閲覧制度により閲覧できる項目及び台帳記載事項の証明制度（納税証明書）により証明を

受けることができる項目は固定資産課税台帳の登録事項すべてであるのに対し、縦覧制度は固定資産課税台帳の

登録事項のうち、縦覧帳簿の記載事項のみ縦覧することができる。 （２点）
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本試験模範解答                                  固定資産税 

〔第一問〕

問２ 

〔１〕固定資産課税台帳の種類及び概要

(1) 固定資産課税台帳とは、土地課税台帳、土地補充課税台帳、家屋課税台帳、家屋補充課税台帳及び償却資産課

税台帳を総称するものであり、市町村は、固定資産の状況及び課税標準である固定資産の価格を明らかにするた

め、これを備えなければならない。 （２点）

(2) 土地課税台帳 

登記簿に登記されている土地について、次の事項その他一定の事項を登録した帳簿をいう。 

① 不動産登記法に掲げる登記事項 

② 所有権、質権及び百年より長い存続期間の定めのある地上権の登記名義人の住所及び氏名又は名称 

③ 現に所有している者又は所有者とみなされる者の住所及び氏名又は名称 

④ 基準年度の価格又は比準価格 （３点）

(3) 土地補充課税台帳 

登記簿に登記されていない土地で固定資産税を課することができるものについて、次の事項その他一定の事項

を登録した帳簿をいう。 

① 所有者の住所及び氏名又は名称  ② その所在、地番、地目、地積  ③ 基準年度の価格又は比準価格 

  （２点）

(4) 家屋課税台帳 

登記簿に登記されている家屋（区分所有家屋の専有部分が登記簿に登記されている場合には、当該区分所有家

屋とする。）について、次の事項その他一定の事項を登録した帳簿をいう。 

① 不動産登記法に掲げる登記事項  ② 所有権の登記名義人の住所及び氏名又は名称 

③ 現に所有している者又は所有者とみなされる者の住所及び氏名又は名称   

④ 基準年度の価格又は比準価格 （２点）

(5) 家屋補充課税台帳 

登記簿に登記されている家屋以外の家屋で固定資産税を課することができるものについて、次の事項その他一

定の事項を登録した帳簿をいう。 

① 所有者の住所及び氏名又は名称  ② その所在、家屋番号、種類、構造、床面積 

③ 基準年度の価格又は比準価格 （２点）

(6) 償却資産課税台帳 

償却資産について、次の事項その他一定の事項を登録した帳簿をいう。 

① 所有者（信託償却資産及び特定附帯設備の場合はみなし所有者）の住所及び氏名又は名称 

② その所在、種類、数量及び価格 （２点）

〔２〕納税義務者が誰となるのかについて 

(1)について 

固定資産税の納税義務者は、原則として賦課期日（当該年度の初日の属する年の１月１日をいう。）における

固定資産の所有者である。 

この場合において、納税義務者となる土地の所有者とは、登記簿に所有者として登記されている者をいう。 

本問の場合、登記簿上の所有権の移転登記があったため、所有権の移転登記後における所有権の登記名義人で

ある者であるＢを土地課税台帳に所有者として登録し、Ｂが納税義務者となる。 （３点）

(2)について 
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売買等により賦課期日現在所有権が他に移転している場合であっても、登記簿上の所有権の移転登記がなされ

ていない限り、登記簿に所有者として登記されている者に固定資産税は課されることとなる。 

本問の場合、売買によってＣからＤへ所有権の移転があったが、登記簿上の所有権の移転登記がなされていな

いため、(1)と同様、登記簿に所有者として登記されている者であるＣを土地課税台帳に所有者として登録し、Ｃ

が納税義務者となる。 （３点）

(3)について 

賦課期日現在、登記簿に登記がされていない家屋であっても固定資産税は課税されることとなる。この場合に

おいて、納税義務者となる家屋の所有者とは、家屋補充課税台帳に所有者として登録されている者をいう。 

本問の場合、家屋を建築したＥを家屋補充課税台帳に所有者として登録し、Ｅが納税義務者となる。 （３点）

(4)について 

納税義務者となる土地の所有者とは、登記簿に所有者として登記されている者をいうが、所有者として登記さ

れている個人が賦課期日前に死亡しているときは、同日において当該土地を現に所有している者をいう。 

本問の場合、土地の所有者として登記されている者であるＦが死亡し、かつ、登記簿上の所有権の移転登記が

なされていないため、(2)と異なり、現に所有している者であるＧ（Ｆの子）を土地課税台帳に所有者として登録

し、Ｇが納税義務者となる。 （３点）
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〔第二問〕                  採点箇所    ５点     ４点     ２点     １点

問１ 

土地Ｘ 土地Ｙ 土地Ｚ 

 124,300  円  5,200 円  5,800  円

計算過程 

－令和５年度分－ （単位：円）

＜畑・土地Ｘ＞ 

(1) 農地の判定

特定市街化区域農地 

(2) 令和４年度分 

① みなし前年度課税標準額 

20,000,000 

② 本来の税額 

(ｲ) 72,000,000×
１

３
＝24,000,000 

(ﾛ) (ｲ)×0.2＝4,800,000 

(ﾊ) (ﾛ)×
1.4

100
＝67,200 

③ 調整税額

(ｲ) ①＋②(ｲ)×
５

100
＝21,200,000 

(ﾛ) (ｲ)×
1.4

100
＝296,800 

④ 判 定

②≦③ ∴本則課税 

(3) 令和４年度分の仮定計算 

① みなし前年度課税標準額 

20,000,000 

② 本来の税額 

(ｲ) 24,000,000 

(ﾛ) (ｲ)×
1.4

100
＝336,000 

③ 調整税額

296,800 

④ 判 定

②＞③ ∴下限の判定 

⑤ 下 限

②(ｲ)×0.2×
1.4

100
＝67,200 

∴296,800≧67,200 → 21,200,000 
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(4) 令和５年度分 

① 前年度課税標準額 

21,200,000 

② 本来の税額 

(ｲ) 66,600,000×
１

３
＝22,200,000 

(ﾛ) (ｲ)×0.4＝8,880,000 

(ﾊ) (ﾛ)×
1.4

100
＝124,320 

③ 調整税額

(ｲ) ①＋②(ｲ)×
５

100
＝22,310,000 

(ﾛ) (ｲ)×
1.4

100
＝312,340 

④ 判 定

②≦③ ∴8,880,000 

＜固定資産税額＞ 

(1) 課税標準額 

8,880,000≧300,000 

 ∴8,880,000円（千円未満切捨） 

(2) 税 額 

(1)×
1.4

100
＝124,320 

 ∴124,300円（百円未満切捨） 

＜田・土地Ｙ＞ 

(1) 農地の判定

一般農地 

(2) 令和４年度分 

① 前年度課税標準額

350,000 

② 負担水準 

(ｲ) 
①

400,000
＝0.87 

(ﾛ) 0.8≦(ｲ)＜0.9 

∴負担調整率1.05 

③ 本来の税額 

(ｲ) 400,000 

(ﾛ) (ｲ)×
1.4

100
＝5,600 

④ 調整税額

(ｲ) ①×1.05＝367,500 

(ﾛ) (ｲ)×
1.4

100
＝5,145 
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⑤ 判 定

③＞④ ∴367,500 

(3) 令和５年度分

① 前年度課税標準額

367,500 

② 負担水準 

(ｲ) 
①

400,000
＝0.91 

(ﾛ) 0.9≦(ｲ) 

∴負担調整率1.025 

③ 本来の税額 

(ｲ) 400,000 

(ﾛ) (ｲ)×
1.4

100
＝5,600 

④ 調整税額

(ｲ) ①×1.025＝376,687 

(ﾛ) (ｲ)×
1.4

100
＝5,273 

⑤ 判 定

③＞④ ∴376,687 

＜固定資産税額＞ 

(1) 課税標準額 

376,687≧300,000 

 ∴376,000円（千円未満切捨） 

(2) 税 額 

(1)×
1.4

100
＝5,264 

 ∴5,200円（百円未満切捨） 

＜山林・宅地比準土地以外・土地Ｚ＞ 

(1) 令和４年度分 

① 前年度課税標準額 

380,000 

② 本来の税額 

(ｲ) 420,000 

(ﾛ) (ｲ)×
1.4

100
＝5,880 

③ 調整税額

(ｲ) ①＋②(ｲ)×
５

100
＝401,000 

(ﾛ) (ｲ)×
1.4

100
＝5,614 

④ 判 定

②＞③ ∴下限の判定 
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⑤ 下 限

②(ｲ)×0.2×
1.4

100
＝1,176 

∴5,614≧1,176 → 401,000 

(2) 令和５年度分 

① 前年度課税標準額 

401,000 

② 本来の税額 

(ｲ) 420,000 

(ﾛ) (ｲ)×
1.4

100
＝5,880 

③ 調整税額

(ｲ) ①＋②(ｲ)×
５

100
＝422,000 

(ﾛ) (ｲ)×
1.4

100
＝5,908 

④ 判 定

②≦③ ∴420,000 

＜固定資産税額＞ 

(1) 課税標準額 

420,000≧300,000 

 ∴420,000円（千円未満切捨） 

(2) 税 額 

(1)×
1.4

100
＝5,880 

 ∴5,800円（百円未満切捨） 
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問２ 

Ａ市 Ｂ市 Ｃ市 

 756,200  円  797,100  円  0  円

計算過程 

－令和５年度分－ （単位：円）

＜価格等＞

・船舶甲 

(1) 価 格 

① 令和４年度

360,000,000－360,000,000×
0.142

２
＝334,440,000 

② 令和５年度 

①－①×0.142＝286,949,520 

(2) 特 例

(1)× 
１

６
 ＝47,824,920 

・船舶乙 

(1) 価 格

① 本体部分 

(ｲ) 令和３年度

420,000,000－420,000,000×
0.142

２
＝390,180,000 

(ﾛ) 令和４年度 

(ｲ)－(ｲ)×0.142＝334,774,440 

(ﾊ) 令和５年度 

(ﾛ)－(ﾛ)×0.142＝287,236,469 

② 改良部分 

80,000,000－80,000,000×
0.142

２
＝74,320,000 

③ ①＋②＝361,556,469 

(2) 特 例

(1)×
１

６
＝60,259,411 

・船舶丙 

(1) 価 格 

① 令和３年度

32,000,000－32,000,000×
0.162

２
＝29,408,000 

② 令和４年度 

①－①×0.162＝24,643,904 
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③ 令和５年度 

②－②×0.162＝20,651,591 

(2) 特 例

(1)×
１

２
×
１

３
＝3,441,931 

＜配 分＞ 

・船舶甲 

３回×２＋５回＝11回 

Ａ 
６回

11回
 ＝26,086,320 

Ｂ 
５回

11回
＝21,738,600  

・船舶乙 

２回×２＋５回＝９回 

Ａ 
４回

９回
＝26,781,960 

Ｂ 
５回

９回
 ＝33,477,450  

・船舶丙 

10回＋15回＋５回＝30回 

Ａ 
10回

30回
＝1,147,310 

Ｂ 
15回

30回
＝1,720,965 

Ｃ 
５回

30回
＝573,655 

＜固定資産税額＞ 

(1) 課税標準額 

Ａ 26,086,320＋26,781,960＋1,147,310＝54,015,590≧1,500,000 

Ｂ 21,738,600＋33,477,450＋1,720,965＝56,937,015≧1,500,000 

Ｃ 573,655＜1,500,000 

 Ａ 54,015,000円（以下、千円未満切捨） 

 ∴Ｂ 56,937,000円 

(2) 税 額

Ａ ＝756,210 

Ｂ ＝797,118 

 Ａ 756,200円（以下、百円未満切捨） 

 ∴Ｂ 797,100円 

(1)×
1.4

100

47,824,920×  

60,259,411×  

3,441,931×  
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‥合格ラインの読み‥ 

〔第二問〕については、問１、問２共に基本的な内容であるため、最終値を合わせることが合格の条件になると思わ

れます。 

〔第一問〕問１はそれぞれの制度の比較を、問２は事例の取扱いを的確に解答できたかどうかが合否のポイントにな

るものと思われます。 

以下に合格のための要素・判断基準を設問ごとにまとめておきましたので、参考にしてください。 

〔第一問〕 

問１は、情報開示制度のうちの「縦覧制度、閲覧制度及び台帳記載事項の証明制度」に関する知識を問う問題でした。 

本問は、それぞれの「制度の趣旨」「制度を活用できる期間」「活用できる者の範囲」「縦覧・閲覧・証明を受けるこ

とができる項目」について、各制度の「比較」が求められていたため、それぞれの制度の趣旨等の内容を解答すると共

に、模範解答のように「各制度の比較」をすることが合否のポイントとなります。なお、台帳記載事項の証明制度（地

方税法第20条の10）については、固定資産税特有の制度ではないため、縦覧制度及び閲覧制度に比べ、解答の精度が高

くなくても合否への影響は大きくないものと思われます。 

問２は、「固定資産課税台帳及び納税義務者」に関する知識を問う問題でした。固定資産課税台帳の概要として、各

台帳の登録事項も掲げることになりますが、模範解答においては答案用紙が限られていることから、地方税法第341条

第10号から第14号に規定される各台帳の用語の意義の内容に基づく部分のみを掲げています。なお、「みなす土地補充

課税台帳」については、重要度及び解答スペースを考慮して解答に含めていませんが、解答しても差し支えないものと

思われます。納税義務者の事例については、すべて基本的な取扱いとなるため、「納税義務者が誰となるのか」の結論

及び理由の正否は合否へ大きく影響するものと思われます。 

〔第二問〕 

問１は、「農地の税額計算」及び「宅地以外の宅地等の税額計算」からの出題でした。基本的な論点のみ問われてい

たため、最終値を合わせることが必要と思われます。 

問２は、「船舶の評価、課税標準の特例、価格等の配分」をテーマとする問題でした。近年続いている参考資料が与

えられ、これに基づく解答を行う形式でした。特に難解な論点はないため、問１と同様、最終値を合わせることが必要

と思われます。 

以上のことから、受験生全体の出来にもよりますが、ボーダーラインは〔第一問〕では30点、〔第二問〕では50点、

合計で80点になると予想されます。また、合格確実ラインは90点となります。 
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